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62 委託

平成１２年度以前 ～事業期間

総合計画

分野別計画

予算区分

文化財などの保護・保存に努める
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文化振興課

文化財係

36

平成３０年度以降

歴史・文化財

担当課

5

教育文化

　保存が不可能な埋蔵文化財について、調査、記録、保存をおこない、後世に伝える。

○23年度実施内容

　職員が中心となり、アルバイト作業員を指揮し、遺跡範囲確認調査、発掘調査等を実施、

出土遺物を整理し、埋蔵文化財の記録を保存した。一部の発掘調査については、委託で実

施した。

　　アルバイト作業員数２８人、出土遺物は民俗資料保存施設に保存。

（発掘調査）藤島町居屋敷遺跡第１次（680㎡）、藤島町居屋敷遺跡第２次（180㎡）

　　　　　　　　南外山遺跡第３７次(88㎡)、南外山遺跡第３８次(14㎡)

　　　　　　　　史跡小牧山主郭地区（４次）400㎡

（範囲確認調査）浜井場遺跡（6㎡）、若宮遺跡（4㎡）、南外山遺跡（4㎡）

                     三ツ渕・東播州遺跡（45㎡）、高拍子遺跡（3㎡）
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28,185
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Ｈ21決算額

【委託業務内容】

　遺構実測委託（委託料404千円）

　　藤島町居屋敷遺跡の遺構　平板測量及び図化

　窯跡出土遺物実測等委託（委託料229千円）

　　篠岡114号窯跡の出土品の実測及びデジタルトレース

　

　埋蔵文化財発掘調査委託（委託料18,900千円）

　　藤島町居屋敷遺跡（680㎡）の発掘調査、測量、整理

発掘調査は原因者負担（個人住宅の開発等を除く）

23年度における受益者負担総額は0円
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　発掘調査及び範囲確認調査あわせて1,424㎡を実施し、開発によって失われた遺跡

の記録を保存した。

－

－
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H24

積極的に委託の可能性を検討し、業務の効率化を図る。また、発掘調査現地説明会

を開催する等、情報公開に努める。
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事業実施におけ

る課題等

　監督職員やアルバイト作業員の人数に限りがあるので、発掘調査及び範囲確認調

査が重複した場合には、発掘調査の工程に無理が生じる恐れがある。

　開発によって失われた遺跡の記録保存は確実に実施されたが、委託化など、より一

層の業務の効率化を調査研究する必要がある。

方向性の判定 現状維持

改善案等

事業を縮小・

廃止したときの

影響

判　定　理　由

一次評価のとおり。現状維持

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価

方向性の判定

事事事事

業業業業

のののの

自自自自

己己己己

評評評評

価価価価

今今今今

後後後後

のののの

事事事事

業業業業

のののの

方方方方

向向向向

性性性性

判定理由

埋蔵文化財は、国民共有の貴重な財産であり、保存が望まれているが、開発が進む

今日においては常に滅失の危機に瀕しているため、貴重な遺跡が失われる。


